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１�

　
基
本
的
な
考
え
方

　

近
年
、
我
が
国
を
訪
れ
る
外
国
人
は
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
平
成
24
年

に
８
３
６
万
人
で
あ
っ
た
訪
日
外
国
人
旅

行
者
数
は
、
昨
年
初
め
て
３
千
万
人
を
超

え
、
我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
も
平
成

30
年
６
月
末
時
点
で
２
６
４
万
人
、
我
が

国
で
就
労
す
る
外
国
人
も
平
成
30
年
10
月

末
時
点
で
１
４
６
万
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
過

去
最
多
を
記
録
し
て
い
る
。

　

政
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
平
成

18
年
に
取
り
ま
と
め
た
「『
生
活
者
と
し

て
の
外
国
人
』に
関
す
る
総
合
的
対
応
策
」

に
基
づ
い
て
外
国
人
が
暮
ら
し
や
す
い
地

域
社
会
づ
く
り
等
に
努
め
て
き
た
が
、
今

般
、
新
た
な
在
留
資
格
で
あ
る
「
特
定
技

能
１
号
」
及
び
「
特
定
技
能
２
号
」（
以

下
「
新
た
な
在
留
資
格
」
と
い
う
。）
の

創
設
（
平
成
31
年
４
月
施
行
）
を
踏
ま
え

つ
つ
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の
た

め
の
取
組
を
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
、
よ

り
強
力
に
、
か
つ
、
包
括
的
に
推
進
し
て

い
く
観
点
か
ら
、「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・

共
生
の
た
め
の
総
合
的
対
応
策
」（
以
下

「
総
合
的
対
応
策
」
と
い
う
。）
を
取
り
ま

と
め
る
に
至
っ
た
。

　

総
合
的
対
応
策
は
、
外
国
人
材
を
適
正

に
受
け
入
れ
、
共
生
社
会
の
実
現
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
と
外
国
人
が
安
心

し
て
安
全
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
し
て
、

目
指
す
べ
き
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

　

今
後
、
在
留
外
国
人
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
中
で
、
政
府
と
し
て
、
法
務
省
の
総

合
調
整
機
能
の
下
、
外
国
人
と
の
共
生
社

会
の
実
現
に
必
要
な
施
策
を
ス
ピ
ー
ド
感

を
持
っ
て
着
実
に
進
め
て
い
く
。

　

も
と
よ
り
、
外
国
人
と
の
共
生
を
め
ぐ

る
状
況
は
、
絶
え
ず
変
化
し
続
け
て
い
く

も
の
で
あ
り
、
総
合
的
対
応
策
に
盛
り
込

ま
れ
た
施
策
を
実
施
し
て
い
れ
ば
足
り
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
国
民
及
び
外
国

人
の
声
を
聴
く
な
ど
し
つ
つ
、
定
期
的
に

総
合
的
対
応
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行

い
、
必
要
な
施
策
を
随
時
加
え
て
充
実
さ

せ
な
が
ら
、
政
府
全
体
で
共
生
社
会
の
実

現
を
目
指
し
て
い
く
。

２�

　
外
国
人
雇
用
の
現
状

１
．
在
留
外
国
人
数
と
我
が
国
の
総
人
口

に
占
め
る
割
合
の
推
移【
図
表
１
】

　

国
内
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
は
、
平

成
20
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
平
成

23
年
の
東
日
本
大
震
災
後
に
か
け
て
一
時

減
少
傾
向
に
あ
っ
た
も
の
の
、
平
成
29
年

末
現
在
、
約
２
５
６
万
人
（
総
人
口
に
占

め
る
割
合
：
２
・
02
％
）
と
な
り
、
過
去

最
高
を
更
新
し
て
い
る
。

　

対
前
年
増
加
数
は
約
18
万
人
（
対
前
年

増
加
率
７
・
５
％
）
で
５
年
連
続
で
増
加

し
て
い
る
。

２
．
外
国
人
労
働
者
の
状
況
―
「
外
国

人
雇
用
状
況
」
の
届
出
状
況
ま
と
め
よ

り
―
（
平
成
30
年
10
月
末
現
在
）

　

外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
制
度
は
、
労

働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者

の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等

に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
労
働
施
策
総

合
推
進
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
外

国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
や
再
就

職
支
援
な
ど
を
目
的
と
し
、
す
べ
て
の
事

業
主
に
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
入
れ
・
離

職
時
に
、
氏
名
、
在
留
資
格
、
在
留
期
間

な
ど
を
確
認
し
、厚
生
労
働
大
臣（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）
へ
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
付
け

て
い
る
。

　

届
出
の
対
象
は
、
事
業
主
に
雇
用
さ
れ

る
外
国
人
労
働
者
（
特
別
永
住
者
、
在
留

資
格
「
外
交
」・「
公
用
」
の
者
を
除
く
。）

で
あ
り
、
数
値
は
平
成
30
年
10
月
末
時
点

で
事
業
主
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
届
出
件
数

を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

労
働
者
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
、
外
国

人
労
働
者
数
は
１
４
６
万
４
６
３
人
。
前

年
同
期
比
で
18
万
1
、７
９
３
人
（
14
・

２
％
）
増
加
し
、過
去
最
高
を
更
新
し
た
。

　

増
加
し
た
要
因
と
し
て
、

◦	

政
府
が
推
進
し
て
い
る
高
度
外
国
人
材

や
留
学
生
の
受
入
れ
が
進
ん
で
い
る

こ
と
。

外
国
人
労
働
者
の

雇
用
に
関
す
る
現
状

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
①�

（
職
業
安
定
局
）
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◦	
雇
用
情
勢
の
改
善
が
着
実
に
進
み
、「
永

住
者
」
や
「
日
本
人
の
配
偶
者
」
等
の

身
分
に
基
づ
く
在
留
資
格
の
方
々
の

就
労
が
進
ん
で
い
る
こ
と
。

◦
技
能
実
習
制
度
の
活
用
に
よ
り
技
能
実

習
生
の
受
入
れ
が
進
ん
で
い
る
こ
と
。

等
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

上
、
就
労
が
可
能
と
な
る
形
態
別
の
外
国

人
労
働
者
数
は
、以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

（
同
日
以
後
に
資
格
変
更
を
し
た
技
能
実

習
生
も
同
様
。）。

⑷　

特
定
活
動　

約
３
・
６
万
人
（
Ｅ
Ｐ

Ａ
に
基
づ
く
外
国
人
看
護
師
・
介
護
福

祉
士
候
補
者
、ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
、

外
国
人
建
設
就
労
者
、
外
国
人
造
船
就

労
者
等
）

　
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
で
我
が
国

に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
個
々
の
許
可
の

内
容
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
活
動
の
可
否

が
決
定
す
る
。

⑸　

資
格
外
活
動
（
留
学
生
の
ア
ル
バ
イ

ト
等
）　

約
34
・
４
万
人

　

本
来
の
在
留
資
格
の
活
動
を
阻
害
し
な

い
範
囲
内
（
1
週
28
時
間
以
内
等
）
で
、

相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
報
酬
を
受
け

る
活
動
が
許
可
。

３
．
在
留
資
格
別
に
み
た
外
国
人
労
働
者

数
の
推
移【
図
表
３
】

　

在
留
資
格
別
に
み
る
と
、「
特
定
活
動
」

（
35
・
６
％
）、「
技
能
実
習
」（
19
・
７
％
）、

「
専
門
的
・
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格
」

（
16
・
１
％
）
の
伸
び
率
が
大
き
い
。

４
．
国
籍
別
に
み
た
外
国
人
労
働
者
数
の

推
移【
図
表
４
】

　

こ
れ
ら
の
在
留
資
格
は
在
留
中
の
活
動

に
制
限
が
な
い
た
め
、
様
々
な
分
野
で
報

酬
を
受
け
る
活
動
が
可
能
で
あ
る
。

⑶　

技
能
実
習　

約
30
・
８
万
人　

　

技
能
移
転
を
通
じ
た
開
発
途
上
国
へ
の

国
際
協
力
が
目
的
で
あ
る
。

　

平
成
22
年
7
月
1
日
施
行
の
改
正
入
管

法
に
よ
り
、
技
能
実
習
生
は
入
国
１
年
目

か
ら
雇
用
関
係
の
あ
る
「
技
能
実
習
」
の

在
留
資
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

図表２�　「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格
在留資格 具体例

教授	 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術	
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、	通訳、デザイナー、私企業
の語学教師、マーケティング業務従事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操
縦者、貴金属等の加工職人等
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資料出所：法務省「在留外国人統計」　
（注１）本数値は、各年12月末現在の統計である。
（注２）本数値は、中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
（注	３）我が国の総人口に占める割合は、総務省「人口推計」による、各年
10月１日現在の人口を基に算出した。

図表１　在留外国人数と総人口に占める割合の推移

⑴　

就
労
目
的
で
在
留
が
認
め
ら
れ
る
者

　

約
27
・
７
万
人
（
い
わ
ゆ
る
「
専
門

的
・
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格
」）【
図

表
２
】

　

有
す
る
在
留
資
格
に
該
当
す
る
活
動
の

範
囲
内
で
就
労
が
可
能
で
あ
る
。

⑵　

身
分
に
基
づ
き
在
留
す
る
者　

約

49
・
６
万
人
（｢

定
住
者｣

（
主
に
日
系

人
）、「
永
住
者
」、「
日
本
人
の
配
偶
者

等
」
等
）
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売
業
」
及
び
「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス

業
」
が
そ
れ
ぞ
れ
12
・
７
％
と
な
っ
て
い

る
。

７
．
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
の
推
移【
図

表
７
】

　

外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
所
数
は
平
成

30
年
10
月
末
時
点
で
過
去
最
高
の
21
万

６
、３
４
８
ヵ
所
と
な
っ
て
い
る
。
前
年

同
期
比
で
２
万
1
、７
５
３
ヵ
所
（
11
・

２
％
）
増
加
し
、過
去
最
高
を
更
新
し
た
。

特
に
、
平
成
26
年
以
降
は
毎
年
約
２
万
事

業
所
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
る
。

　

都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
以
下
の
と
お

り
。

①　

事
業
所
数
が
多
い
上
位
３
都
府
県

◦	

東
京
５
万
８
、８
７
８
ヵ
所
［
前
年
同

期
比
９
・０
％
（
４
、８
５
８
ヵ
所
）
増
］

◦	

愛
知
１
万
7
、４
３
７
ヵ
所
［
前
年
同

期
比
11・６
％
（
1
、８
１
２
ヵ
所
）
増
］

◦	

大
阪
１
万
5
、１
３
７
ヵ
所
［
前
年
同

期
比
17・１
％
（
2
、２
１
１
ヵ
所
）
増
］

②　

増
加
率
が
高
い
上
位
３
県

◦	

宮
崎
８
６
０
ヵ
所
［
前
年
同
期
比
23
・

７
％
（
１
６
５
ヵ
所
）
増
］

◦	

熊
本
2
、
４
３
８
ヵ
所
［
前
年
同
期
比

22
・
８
％
（
４
５
２
ヵ
所
）
増
］

◦	

鹿
児
島
1
、３
９
３
ヵ
所
［
前
年
同
期

比
19
・
３
％
（
２
２
５
ヵ
所
）
増
］

が
39
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
「
技
能
実
習
」
が

60
・
０
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

ネ
パ
ー
ル
は
「
資
格
外
活
動
（
留
学
生

等
）」
が
79
・
５
％
と
な
っ
て
い
る
。

６
．
産
業
別
外
国
人
労
働
者
数【
図
表
６
】

　
「
製
造
業
」
が
29
・
７
％
を
占
め
、
次

い
で
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な

い
も
の
）」
が
15
・
８
％
、「
卸
売
業
、
小

増
加
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
は
同

７
、４
２
７
人
（
21
・
7
％
）、
ネ
パ
ー
ル

に
つ
い
て
は
同
１
万
２
、４
５
１
人

（
18
・
０
％
）
増
加
し
て
い
る
。

５
．日
本
で
就
労
す
る
外
国
人
労
働
者（
在

留
資
格
・
国
籍
別
）【
図
表
５
】

　

べ
ト
ナ
ム
は「
技
能
実
習
」が
45・１
％
、

次
い
で
「
資
格
外
活
動
（
留
学
生
等
）」

　

国
籍
別
に
直
近
の
状
況
を
み
る
と
、
中

国
が
最
も
多
く
38
万
９
、１
１
７
人
で
、

外
国
人
労
働
者
全
体
の
26
・
6
％
を
占
め

て
い
る
。
次
い
で
、ベ
ト
ナ
ム
が
31
万
６
、

８
４
０
人
（
同
21
・
７
％
）、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
16
万
４
、０
０
６
人
（
同
11
・
２
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

　

直
近
の
推
移
を
み
る
と
、
特
に
ベ
ト
ナ

ム
に
つ
い
て
は
対
前
年
同
期
比
で
７
万

６
、５
８
１
人
（
31
・
９
％
）
と
大
幅
に

図表４　国籍別にみた外国人労働者の推移
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図表３　在留資格別にみた外国人労働者の推移
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1,400 
1,600 

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

専門的・技術的分野の在留資格 特定活動 技能実習
資格外活動 身分に基づく在留資格　

308 

276 
36 

344 

496 
【+8.0%】

【+15.7%】

【+19.7%】

【+16.1%】

【+35.6%】

（千人）

（年）

総数

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年 10月末現在）」
注１：【　】は、前年同期比を示している。
注２：	「専門的・技術的分野の在留資格」とは、就労目的で在留が認められるも

のであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理師等が該当する。
注３：	「身分に基づく在留資格」とは、我が国において有する身分又は地位に基

づくものであり、永住者、日系人等が該当する。
注４：	「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を

行うもの。
注５：	「資格外活動」とは、本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うも

の（原則、週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該当する。
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３�

　
外
国
人
雇
用
を
巡
る
状
況

１
．
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
外
国
人
労

働
者
の
職
業
相
談
体
制

　

外
国
人
労
働
者
は
、
一
般
的
に
、
我
が

国
の
労
働
関
係
法
令
や
雇
用
慣
行
に
関
す

る
知
識
を
十
分
に
有
し
て
い
な
い
な
ど
の

①　

外
国
人
雇
用
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

◦	

対
象
者
：
高
度
外
国
人
材
（
就
労
目
的

の
在
留
資
格
の
外
国
人
、
日
本
で
の
就

職
を
希
望
す
る
外
国
人
留
学
生
）
に
対

す
る
就
職
支
援
。

◦	

設
置
数
：
４
拠
点
（
東
京
、
名
古
屋
、

大
阪
、
福
岡
）

　

※
福
岡
は
令
和
元
年
８
月
開
設
予
定
。

◦	

支
援
内
容
：
高
度
外
国
人
材
の
就
業
を

促
進
す
る
た
め
の
中
核
的
施
設
と
し

て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
全
国
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
専
門
的
か
つ
き
め

細
や
か
な
就
職
支
援
を
行
う
。

②　

留
学
生
コ
ー
ナ
ー

◦	

対
象
者
：
日
本
で
の
就
職
を
希
望
す
る

外
国
人
留
学
生
（
既
卒
含
む
）

◦	

設
置
数
：
21
拠
点
（
一
部
の
新
卒
応
援

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
設
置
）

◦	

支
援
内
容
：
外
国
人
雇
用
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
と
連
携
し
、
担
当
者
制
に
よ
る

き
め
細
や
か
な
就
職
支
援
を
実
施
。

③　

外
国
人
雇
用
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

◦	

対
象
者
：
日
系
人
等
の
身
分
に
基
づ
く

在
留
資
格
の
外
国
人
を
中
心
と
し
た

外
国
人
全
般

◦	

設
置
数
：
１
２
９
拠
点

◦	

支
援
内
容
：
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
言

語
の
通
訳
員
を
配
置
し
、
専
門
相
談
員

が
就
職
支
援
を
実
施
。

　

こ
の
ほ
か
、全
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク（
５

４
４
拠
点
）
に
お
い
て
も
、
外
国
人
労
働

者
が
離
転
職
し
た
際
の
職
業
相
談
等
に
対

応
し
て
い
る
。

２
．
外
国
人
雇
用
管
理
指
針
の
見
直
し

　

外
国
人
労
働
者
は
、
日
本
の
雇
用
慣
行

に
関
す
る
知
識
や
求
職
活
動
に
必
要
な
情

報
を
十
分
に
有
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る

課
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
は
、
外
国
人
の
方
が
多
く
居
住

す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
中
心
に
通
訳
や
専

門
の
相
談
員
を
配
置
し
、
就
職
支
援
を

行
っ
て
い
る
ほ
か
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お

い
て
、
事
業
主
に
対
し
、
雇
用
管
理
の
改

善
に
向
け
た
助
言
・
指
導
等
を
行
っ
て
い

る
。特
に
、機
能
特
化
型
の
就
職
支
援
サ
ー

ビ
ス
は
、
以
下
の
と
お
り
。

図表５　日本で就労する外国人労働者（在留資格・国籍別）

在留資格	 総　数	
①専門的・
技術的
分野	

②身分に
基づく在
留資格		

③技能
実習	

④特定
活動	

⑤資格
外活動	

全国籍計	 1,460,463 276,770 495,668 308,489 35,615 343,791
中国	 389,117 103,237 103,827 84,063 4,660 93,315
韓国	 62,516 27,893 22,828 85 3,138 8,564

フィリピン	 164,006 9,827 117,125 29,875 5,073 2,098
ベトナム	 316,840 31,979 12,405 142,883 4,570 124,988
ネパール	 81,562 9,041 3,665 399 3,573 64,875

インドネシア	 41,586 3,766 5,434 24,935 3,020 4,431
ブラジル	 127,392 863 126,162 105 42 217
ペルー	 28,686 97 28,440 54 22 72
その他	 248,758 90,067 75,782 26,090 11,517 45,231

出典：　厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年 10月末現在）」

建設業
68,604 人 4.7％

製造業
434,342 人
29.7％

情報通信業
57,620 人 3.9％

卸売業・小売業
186,061 人
12.7％

宿泊業、飲食サービス業
185,050 人 12.7％

サービス業
（他に分類されないもの）

230,510 人 15.8％

医療、福祉
26,086 人 1.8％
教育、学習支援業
69,764 人 4.8％

その他
202,426 人
13.9％

図表６　産業別外国人労働者

137,053 152,261 
172,798 

194,595 
216,348 

0 

5万

10万

15万

20万

25万
（事業所）

平成26 27 28 29 30
出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」

（年）

図表７　外国人雇用事業所数の推移
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②	　

人
材
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
状
況

に
配
慮

　

大
都
市
圏
そ
の
他
の
特
定
地
域
に
過
度

に
集
中
し
て
就
労
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い

よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め

る
。

③	　

受
入
れ
見
込
み
数

　

分
野
別
運
用
方
針
に
向
こ
う
５
年
間
の

受
入
れ
見
込
み
数
を
記
載
す
る
。

⑶　

求
め
ら
れ
る
人
材
に
関
す
る
事
項

　
【
図
表
８
】
参
照
。

留
資
格
に
係
る
制
度
の
適
正
な
運
用
を
図

る
た
め
、
制
度
の
意
義
に
関
す
る
事
項
や

求
め
ら
れ
る
人
材
に
関
す
る
基
本
的
な
事

項
等
に
つ
い
て
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当

該
基
本
方
針
（
平
成
30
年
12
月
25
日
閣
議

決
定
）
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

⑴　

制
度
の
意
義
に
関
す
る
事
項

　

中
小
・
小
規
模
事
業
者
を
は
じ
め
と
し

た
深
刻
化
す
る
人
手
不
足
に
対
応
す
る
た

め
、
生
産
性
向
上
や
国
内
人
材
の
確
保
の

た
め
の
取
組
を
行
っ
て
も
な
お
人
材
を
確

保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
産
業

上
の
分
野
に
お
い
て
、
一
定
の
専
門
性
・

技
能
を
有
し
即
戦
力
と
な
る
外
国
人
を
受

け
入
れ
て
い
く
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

⑵　

外
国
人
に
よ
り
不
足
す
る
人
材
の
確

保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
に
関
す

る
事
項

①	　

特
定
技
能
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
分

野

　

生
産
性
向
上
や
国
内
人
材
確
保
の
た
め

の
取
組
を
行
っ
て
も
な
お
、
人
材
を
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
、

外
国
人
に
よ
り
不
足
す
る
人
材
の
確
保
を

図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
（
特
定
産
業
分

野
）。

後
の
指
針
に
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
主
な

事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

◦	

時
間
外
・
休
日
労
働
の
上
限
規
制
の
遵

守
、
労
働
時
間
の
状
況
の
客
観
的
方
法

で
の
把
握
な
ど
の
働
き
方
改
革
関
連

法
の
内
容

◦	

適
正
な
賃
金
の
支
払
い
、
強
制
貯
蓄
の

禁
止
な
ど
の
労
働
条
件
の
確
保
に
関

す
る
事
項

◦	

母
国
語
そ
の
他
外
国
人
が
理
解
で
き
る

言
語
又
は
平
易
な
表
現
の
日
本
語
に

よ
る
説
明

◦	
人
事
管
理
に
関
す
る
運
用
の
公
正
性
の

確
保
な
ど
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関

す
る
措
置

◦	

離
職
時
や
社
会
保
険
の
適
用
事
業
所
以

外
の
事
業
所
に
お
け
る
国
民
健
康
保

険
・
国
民
年
金
へ
の
加
入
支
援
な
ど
の

社
会
保
険
の
加
入
に
関
す
る
措
置

◦	

行
政
・
医
療
・
金
融
機
関
等
に
関
す
る

情
報
提
供
や
同
行
な
ど
の
地
域
社
会

に
お
け
る
生
活
支
援

４�

　
新
た
な
在
留
資
格
の
創
設

１
．	

特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度

の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
の
概
要

　

改
正
入
管
法
に
お
い
て
は
、
新
た
な
在

こ
と
か
ら
、
労
働
施
策
総
合
推
進
法
第
７

条
に
お
い
て
、
事
業
主
に
対
し
、
そ
の
雇

用
す
る
外
国
人
が
能
力
を
有
効
に
発
揮
で

き
る
よ
う
、
雇
用
管
理
の
改
善
と
再
就
職

援
助
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
事
業
主
が
適
切

に
対
処
で
き
る
よ
う
、「
外
国
人
労
働
者

の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
し
て
事
業
主

が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
」（
平

成
19
年
厚
生
労
働
省
告
示
。
以
下
「
外
国

人
雇
用
管
理
指
針
」と
い
う
。）に
お
い
て
、

適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
、
安
全
衛
生
の

確
保
、
適
切
な
人
事
管
理
、
な
ど
努
め
る

べ
き
雇
用
管
理
の
内
容
や
事
業
主
が
遵
守

す
べ
き
法
令
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
外
国
人
雇
用
管
理
指
針
が
制

定
さ
れ
た
平
成
19
年
以
降
、
外
国
人
労
働

者
の
増
加
・
多
様
化
な
ど
、
外
国
人
労
働

者
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て

お
り
、
ま
た
、
総
合
的
対
応
策
に
お
い
て

も
、
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
適
正
な
労

働
条
件
と
雇
用
管
理
の
確
保
、
労
働
安
全

衛
生
の
確
保
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
の
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
背
景
を
踏
ま
え
、
労
働
政
策
審
議
会
職

業
安
定
分
科
会
雇
用
対
策
基
本
問
題
部
会

で
の
公
労
使
に
よ
る
議
論
を
経
て
、
外
国

人
雇
用
管
理
指
針
の
見
直
し
を
行
っ
た

（
平
成
31
年
４
月
１
日
よ
り
適
用
）。
改
正

図表８　求められる人材に関する事項
特定技能１号 特定技能２号

技能水準 相当程度の知識又は経験
を必要とする技能（※） 熟練した技能（※）

日本語能力水準

ある程度日常会話ができ、
生活に支障がない程度を
基本とし、業務上必要な
日本語能力（※）

－

在留期間 通算で５年を上限 在留期間の更新が必要

家族の帯同 基本的に不可 可能

（※）分野所管行政機関が定める試験等で確認
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規
定
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
国

内
労
働
市
場
の
動
向
を
注
視
す
る
ほ
か
、

外
国
人
が
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
に

基
づ
く
活
動
を
適
切
に
行
い
、
そ
の
有
す

る
能
力
を
有
効
に
発
揮
で
き
る
環
境
の
整

備
と
し
て
、
労
働
条
件
の
確
保
及
び
雇
用

管
理
の
改
善
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
、

労
働
基
準
監
督
署
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
を

通
じ
た
特
定
技
能
所
属
機
関
や
人
材
あ
っ

せ
ん
機
関
へ
の
指
導
・
監
督
や
、
出
入
国

在
留
管
理
庁
が
把
握
し
た
、
特
定
技
能
所

属
機
関
等
に
よ
る
労
働
関
係
法
令
違
反
の

疑
い
が
あ
る
情
報
等
の
提
供
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
を
指
導
・
監
督
等
の
端
緒
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
等
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
点
も
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省

で
は
労
働
条
件
な
ど
ル
ー
ル
に
則
っ
た
外

国
人
雇
用
に
つ
い
て
、
毎
年
６
月
に
政
府

全
体
で
行
っ
て
い
る
「
外
国
人
労
働
者
問

題
啓
発
月
間
」
の
機
会
等
も
活
用
し
な
が

ら
、
今
後
、
事
業
主
等
を
対
象
と
し
て
更

な
る
周
知
・
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

２
．
分
野
別
運
用
方
針
の
概
要

　

前
記
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
特
定
技

能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
運
用
に
関

す
る
方
針
が
、
14
分
野
（
介
護
、
ビ
ル
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
、
素
形
材
産
業
、
産
業
機
械

製
造
業
、
電
気
・
電
子
情
報
関
連
産
業
、

建
設
、
造
船
・
舶
用
工
業
、
自
動
車
整
備
、

航
空
、
宿
泊
、
農
業
、
漁
業
、
飲
食
料
品

製
造
業
、
外
食
業
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た

（
平
成
30
年
12
月
25
日
閣
議
決
定
）。
各
分

野
別
運
用
方
針
に
お
い
て
は
、
５
年
間
の

最
大
値
と
し
て
の
受
入
れ
見
込
み
数
（
14

分
野
合
計
で
34
万
５
、１
５
０
人
）、
求
め

ら
れ
る
人
材
の
基
準
、
雇
用
形
態
等
が
示

さ
れ
て
い
る
。

３
．
今
後
の
方
針

　

本
年
４
月
に
特
定
技
能
外
国
人
の
受
入

れ
が
開
始
さ
れ
た
が
、
新
た
な
在
留
資
格

に
基
づ
く
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
も
、

他
の
就
労
目
的
の
在
留
資
格
等
と
同
様
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
再
就
職
支
援
や

外
国
人
雇
用
管
理
指
針
等
に
基
づ
く
事
業

主
の
雇
用
管
理
改
善
へ
の
取
組
等
、
基
本

的
な
雇
用
対
策
の
方
針
に
つ
い
て
変
わ
る

と
こ
ろ
が
な
い
。

　

た
だ
し
、
改
正
入
管
法
に
基
づ
く
基
本

方
針
に
お
い
て
、
特
定
技
能
外
国
人
の
受

入
れ
に
お
け
る
関
係
行
政
機
関
の
取
組
が

④	　

治
安
上
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
対

応

　

特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
に
よ
り
、

行
方
不
明
者
の
発
生
や
治
安
上
の
問
題
が

生
じ
な
い
よ
う
、
制
度
関
係
機
関
及
び
分

野
所
管
行
政
機
関
は
、
情
報
の
連
携
及
び

把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
。

⑸　

制
度
の
運
用
に
関
す
る
重
要
事
項

①	　

１
号
特
定
技
能
外
国
人
に
対
す
る
支

援　

　

生
活
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
生
活
の

た
め
の
日
本
語
習
得
の
支
援
、
外
国
人
か

ら
の
相
談
・
苦
情
対
応
、
外
国
人
と
日
本

人
と
の
交
流
の
促
進
に
係
る
支
援
を
行
う
。

　

転
職
す
る
際
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
利
用

す
る
場
合
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
希
望

条
件
、
技
能
水
準
、
日
本
語
能
力
等
を
把

握
し
適
切
に
職
業
相
談
・
紹
介
を
実
施
す

る
。

②　

雇
用
形
態

　

フ
ル
タ
イ
ム
と
し
た
上
で
、
原
則
と
し

て
直
接
雇
用
す
る
。
特
段
の
事
情
が
あ
る

場
合
、
例
外
的
に
派
遣
を
認
め
る
が
、
分

野
別
運
用
方
針
に
明
記
す
る
。

③　

基
本
方
針
の
見
直
し

　

改
正
法
施
行
後
２
年
を
目
途
と
し
て
検

討
を
加
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
見
直
す
。

⑷　

関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項

①　

国
内
に
お
け
る
取
組
等

　

法
務
省
、
厚
生
労
働
省
等
の
関
係
機
関

の
連
携
強
化
に
よ
る
悪
質
な
仲
介
事
業
者

（
ブ
ロ
ー
カ
ー
）
等
の
排
除
を
徹
底
す
る
。

②　

国
外
に
お
け
る
取
組
等

　

保
証
金
を
徴
収
す
る
な
ど
の
悪
質
な
仲

介
事
業
者
等
の
介
在
防
止
の
た
め
、
二
国

間
取
決
め
な
ど
の
政
府
間
文
書
の
作
成

等
、
必
要
な
方
策
を
講
じ
る
。

③　

人
手
不
足
状
況
の
変
化
等
へ
の
対
応

◦	

分
野
所
管
行
政
機
関
の
長
は
、
特
定
産

業
分
野
に
お
け
る
人
手
不
足
の
状
況

に
つ
い
て
継
続
的
に
把
握
す
る
。
人
手

不
足
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
度
関
係
機
関
及

び
分
野
所
管
行
政
機
関
は
今
後
の
受

入
れ
方
針
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
必

要
に
応
じ
て
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い

て
、
分
野
別
運
用
方
針
の
見
直
し
、
在

留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止

又
は
特
定
産
業
分
野
を
定
め
る
省
令

か
ら
当
該
分
野
の
削
除
の
措
置
を
検

討
す
る
。

◦	

向
こ
う
５
年
間
の
受
入
れ
見
込
み
数

は
、
大
き
な
経
済
情
勢
の
変
化
が
生
じ

な
い
限
り
、
本
制
度
に
基
づ
く
外
国
人

受
入
れ
の
上
限
と
し
て
運
用
す
る
。


